
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
抄

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
六
条
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

第
十
六
条
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
あ
つ
て
は
次
に
掲
げ
る
も
の

る
事
項
は
、
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
あ
つ
て
は
次
に
掲
げ
る
も
の

、
建
物
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
三
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

、
建
物
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
三
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

当
該
一
棟
の
建
物
又
は
そ
の
敷
地
の
一
部
を
特
定
の
も
の
に
の
み
使
用
を

四

当
該
一
棟
の
建
物
又
は
そ
の
敷
地
の
一
部
を
特
定
の
も
の
に
の
み
使
用
を

許
す
旨
の
規
約
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
次
号
及
び
第
六
号
に
お
い

許
す
旨
の
規
約
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

て
同
じ
。
）
の
定
め
（
そ
の
案
を
含
む
。
次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ

の
定
め
（
そ
の
案
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ

。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

の
内
容

五

当
該
一
棟
の
建
物
の
計
画
的
な
維
持
修
繕
の
た
め
の
費
用
、
通
常
の
管
理

費
用
そ
の
他
の
当
該
建
物
の
所
有
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
を

特
定
の
者
に
の
み
減
免
す
る
旨
の
規
約
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

六

（
略
）

五

（
略
）

七

（
略
）

六

（
略
）

八

（
略
）

七

（
略
）



九

当
該
一
棟
の
建
物
の
維
持
修
繕
の
実
施
状
況
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は

、
そ
の
内
容

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
六
条
の
四
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定

第
十
六
条
の
四
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る

め
る
事
項
は
、
宅
地
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に

も
の
、
宅
地
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る

掲
げ
る
も
の
、
建
物
の
貸
借
に
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に

も
の
、
建
物
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

当
該
建
物
が
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年

法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
を
受
け
た

新
築
住
宅
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

二

（
略
）

一

（
略
）

三

（
略
）

二

（
略
）

四

（
略
）

三

（
略
）

五

（
略
）

四

（
略
）

六

（
略
）

五

（
略
）

七

（
略
）

六

（
略
）

八

（
略
）

七

（
略
）


